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特集：朝鮮半島
国際シンポジウムの記録：朝鮮戦争をいかに克服するか―「朝鮮国連軍」を問い直す

朝鮮停戦協定体制の変容と東北アジア
―1970年代国連軍司令部解体をめぐる国際政治から考える（ 1 ）

高　　一
（島根県立大学北東アジア地域研究センター）

Ⅰ．はじめに

2017年 2 月25日、朝鮮中央通信は北朝鮮代表が、
「国連憲章および国連の役割強化に関する特別委
員会の年例会議において演説をした」と報じた。
演説において北朝鮮代表は、毎年米国によって行
われている大規模な合同軍事演習は国連軍司令部
の看板の下に行われていることが問題であるとし
て、国連軍司令部の解体を訴えた。北朝鮮代表に
よれば、米国は国連軍司令部を創設してから今日
にいたるまでの60年余りにわたって国連の旗を掲
げ、韓国に武器と基地を維持するとともに、韓国
とその周辺に核戦略資産をはじめとする膨大な武
力を引き入れて朝鮮半島と地域情勢を激化させて
きたのであった（ 2 ）。

国連軍司令部は、「朝鮮戦争勃発」後の一連の
国連安全保障理事会決議に基づいて、1950年 7 月
7 日に東京に設置された。 7 月14日に韓国の李承
晩大統領は韓国軍の指揮権を国連軍司令官（=米
軍司令官）に委譲するとの書簡をマッカーサー

（Douglas MacArthur）連合国軍最高司令官に送
り、韓国軍は米軍司令官の指揮にしたがうことに
なった。国連軍には米軍と韓国軍のほかにも多く
の国が戦闘部隊を派兵している。国連軍司令部は
朝鮮戦争停戦後の57年 7 月にソウルに移され、日
本には後方指揮所が設置された。なお、国連軍司

令官は、朝鮮人民軍最高司令官および中国人民志
願軍司令員との間での停戦協定の署名者である。

なぜ、1950年に創設された国連軍司令部の存在
が2017年においても問題視されるのか。それは朝
鮮戦争とともに生まれた国連軍司令部が過去の遺
産となっているのではなく、停戦協定体制が持続
する上で米国にとって重要な存在であり続けてい
るからである。

では、この70年近い歳月の間に国連軍司令部が
解体される機会はなかったのだろうか。このよう
な問題意識か ら、本稿では、1970年代に顕著になっ
た北朝鮮外交による国連軍司令部解体を求める動
きを、主に米中の関与という視点から論じること
にする。あわせて、その後の朝鮮半島をめぐる東
北アジア国際政治の展開について概観することに
より、朝鮮半島と東北アジアにおける平和を永続
化させるための方向性を考えてみたい。

Ⅱ． 1970年代：国連軍司令部解体をめぐる朝中
米関係と停戦協定体制の変容

１．米中接近と中国の役割変化
朝鮮戦争は、1953年 7 月27日に停戦協定が締結

され、戦火が止んだ。熱戦は停戦となり、朝鮮に
は停戦協定体制が登場することになった。戦争の
主たる当事者であった北朝鮮・中国と韓国･米国
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は熱戦を終えたが、朝鮮半島と東北アジアにおい
て、軍事境界線を挟んで停戦という軍事的対峙を
続けたのである。

しかしながら1970年代に入ると、米中関係に劇
的変化が起こり、東北アジア国際政治構造にも大
きな変動がもたらされることになる。停戦協定締
結後も朝鮮半島および東アジアをめぐって対立状
況にあった米中の両者が接近するのであった。
1971年 7 月にキッシンジャー（Henry A. Kissinger）
米国大統領特別補佐官が、極秘裏に中国を訪れた
ことを皮切りに米中の両者は対話を重ね、南北朝
鮮間での対話や在韓米軍問題など朝鮮情勢につい
ても協議していった。

北朝鮮指導部は、米中接近という事態を外交政
策推進の機会として生かし、停戦協定体制の打破
を目指していく。北朝鮮指導部は、1971年 7 月、
キッシンジャー訪中による米中接近の事実を中国
側から伝えられると、 8 月に入って中国を支持す
る立場を明らかにした。8 月 6 日、金日成首相は、
ニクソン（Richard M. Nixon）大統領の訪中を「中
国の勝利」として称えることで、中国の対米接近
を側面支援する立場を明らかにしたのである。北
朝鮮は、中国との緊密な関係を維持することで、
国連軍司令部解体による在韓米軍の撤退、国連韓
国統一復興委員団の解体などに関する国連総会で
の朝鮮問題討議の実施を、中国を通じて米側に要
求していった（ 3 ）。

このような北朝鮮の要求に応じて中国はアメリ
カとの間で協議を行う。1972年にも周恩来首相が
米側との間で折衝を行い、国連韓国統一復興委員
団や国連軍司令部の解体を要求した。米側は、72
年の国連総会での朝鮮問題討議が避けられるので
あれば、翌73年に国連韓国統一復興委員団の解体
について取り上げるであろうと提案し、最終的に
は中国側の譲歩により、72年には国連での討議は
延期された。中国は米国との対立を回避したので
あった。

1973年になると、 3 月に行われたキッシン
ジャーとの会談で、周恩来は国連韓国統一復興委
員団と国連軍司令部の解体、米軍撤収といった問
題の協議を米側にあらためて提起した。一方、73
年度における米側の案は、73年に国連韓国統一復
興委員団は終結させるが、国連軍司令部解体につ
いては翌74年以降に扱うというものであった。73
年 6 月19日、キッシンジャーは黄鎮駐米中国連絡
事務所所長に、73年の第28回国連総会で国連韓国
統一復興委員団の活動を終結し、74年に国連軍司
令部の問題を解決する方法について議論する準備
があると提案した（ 4 ）。結局はこのような米国案
を中国が受け入れることで妥協が成立し、73年に
開かれた第28回国連総会では、国連韓国統一復興
委員団の解体が決められたが、国連軍司令部の解
体は先送りされることになった。米中妥協を受け
て、国連総会ではコンセンサス形式での決議が行
われたため、国連韓国統一復興委員団解体、国連
軍司令部解体、韓国からの外国軍の撤退を要求し
た北朝鮮支持国による決議案が表決に付されるこ
とはなかった。決議案採択という国際圧力により
国連軍司令部解体および在韓米軍の撤退を目指し
ていた北朝鮮であったが、中国による「漸進的な
在韓米軍撤退受け入れ」の説得を受け入れざるを
得なかったのである。このように、北朝鮮にとっ
ての頼みの綱であった中国が米国との間で妥協す
ることによって、73年の国連総会での朝鮮問題討
議は北朝鮮にとって挫折を味わう結果になった（ 5 ）。

一連の米中間の交渉からは、中国が米国側に譲
歩を重ねてきたという事実が明らかになる。周恩
来は北朝鮮政府に対して在韓米軍撤退について忍
耐強い対応を求めていたが、それは北朝鮮ではな
く、むしろ米国を利することになった。73年の国
連総会では、北朝鮮の要求を米中が共同で抑え込
んだ形になるのであった。中国は北朝鮮の対米「代
理交渉者」であるとともに米国の対朝「代理交渉
者」の役割をも果たすことになった。
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２．米側の国連軍司令部解体案と朝中協調の消失
北朝鮮の対米「代理交渉者」としての中国の役

割に限界を感じた北朝鮮政府は、1974年になると
朝米間での平和協定締結を求めていく（ 6 ）。74年
3 月25日、許錟外交部長は、最高人民会議第5期
第 3 回会議で、停戦協定を平和協定に代える問題
を討議することを「アメリカ合衆国に正式に提起」
すると発表した（ 7 ）。北朝鮮は、前年の中国の妥
協という経験を踏まえて、エジプトやルーマニア
といった「仲介者」を通じて対米直接交渉を模索
していたのである（ 8 ）。

他方、米中の間では、前年に先送りが決められ
た国連軍司令部解体問題が議論されていた。 4 月
14日、キッシンジャーは訪米した鄧小平副首相と
の会談で国連軍司令部解体について韓国と協議し
ていると述べた。そして米国と中国は、それぞれ
の友人に対して影響力を行使するためにも停戦協
定にとどまるべきだと思うとの見解を明らかにし
た。さらに、上海コミュニケの線に沿って、米軍
の撤収についての声明を作成することも原則的に
可能だが、しかしすぐに撤収することはできない
とのことであった。上海コミュニケの線とは、ニ
クソン訪中時に発表された上海コミュニケにおい
て、台湾海峡の緊張が緩和するにしたがって台湾
の米軍を漸進的に減少させ、いずれは完全撤収す
ることを最終確認すると表明されたことを意味す
る。つまり、朝鮮半島の緊張が緩和することにな
れば、いずれは在韓米軍を完全撤収することも可
能であるという内容の声明を発表する準備が米側
にあるということであった。

6 月13日には、米国務省のロード（Winston 
Lord）政策企画室長から国連軍司令部解体につ
いての米側案が中国側に提示された。この案は、
国連軍司令部の解体には、新たに創設される米韓
軍司令官が停戦協定の署名者として国連軍司令官
に代替する措置が必要であり、韓国軍と朝鮮人民
軍が軍事停戦委員会の上級構成員となり、中国は

停戦協定の当事者として残るべきであるというも
のであった。つまり米側案は、停戦協定の維持を
前提にした国連軍司令部解体案であった。この米
側案を土台にして米中間において国連軍司令部解
体についての協議は継続的に行われていた。

しかし、朝中間での調整には支障をきたすこと
になる。10月 2 日、中国の喬冠華外交部長はキッ
シンジャーに対して、アメリカの提案を北朝鮮側
に伝達したが、返答を得られていないことを明ら
かにした。つまり北朝鮮は、米側による国連軍司
令部解体に伴う南北朝鮮と米中による停戦協定署
名という代替措置の提案を拒絶したのであった。
朝米間での平和協定締結を主張していた北朝鮮側
としては、米側による停戦協定の継続という措置
を受け入れられなかったのである（9）。

他方、北朝鮮は中国との調整を経ずに国連総会
に臨もうとしていた。すでに 8 月16日付で韓国か
らの外国軍撤退を求める北朝鮮支持国による決議
案が国連総会に提出され、これに対して南北対話
の再開を北朝鮮に求める韓国側決議案が 9 月 3 日
付で提出されていた。このように1974年の第29回
国連総会でも前年同様、朝鮮問題が議題に含めら
れることになったが、前年との違いは、北朝鮮支
持国側と韓国支持国側の間での妥協が成立せず、
討議が表決にまで持ち込まれた点である。その結
果、韓国側案が採択されるとともに、北朝鮮側案
は否決されることになった。前年に引き続いて、
またもや北朝鮮は国連総会での挫折を味わうので
あった。

３．南北決議案同時採択と停戦協定体制の変容
翌1975年の第30回国連総会に際しても米中は、

国連軍司令部解体について議論を進めた。例えば、
中国の黄華国連大使は75年 9 月、「今年の国連総
会では、朝鮮問題に決着をつけることで、対決を
避けたい」旨の中国案を米国連大使に伝えた。こ
れは北朝鮮側と韓国側の二つの決議案が同時に採



― 28―

朝鮮停戦協定体制の変容と東北アジア

択される可能性を念頭に置いたものであった（10）。
つまり双方の案が採択されることで、国連軍司令
部の解体を含む朝鮮問題にいかなる変化も加えら
れず、現状が維持されることを意味したもので
あった。これに対して米国務省では、中国側案を

「合理的な方法のように見える」と評したのであ
る（11）。

米側に示した案に明らかなように、中国は、国
連軍司令部の解体と在韓外国軍の撤収を求める北
朝鮮の立場を公式には支持しながらも、米国に対
しては協調的な姿勢を取り続けた。1975年 9 月の
国連総会での米中代表による演説にまつわるエピ
ソードは米中協調を象徴しているようでもある。
演説では、キッシンジャーが、国連軍司令部の解
体には停戦協定の維持が必要であることを説いた
のであるが、これに対して中国側は、米側の提案
を「絶対に受け入れない」と述べて反撃した。一
方の喬冠華は、米側の国連軍司令部解体案を非難
し、停戦協定の当事者である北朝鮮と米国による
平和協定締結を要求した。しかしながら、両者の
演説の直後 9 月28日に行われた米中外相会談で、
キッシンジャーは、喬冠華がキッシンジャー演説
に向けて「実射」を行ったと述べたのに対して、
喬は「半分実射、半分空砲」であると応じたので
ある。このように、両者による演説は、朝鮮問題
によって米中が関係を悪化させない範囲で行われ
たのであった（12）。

結果的に、1975年の第30回国連総会においては、
北朝鮮支持側決議案と韓国支持側決議案の双方が
採択されることになった。米中による想定は現実
化したのである。そして、1976年以降、前年まで
続いた国連総会における朝鮮問題討議は行われて
いない。

このように、1970年代に入り停戦協定署名者で
ある米国と中国が接近し、両者が協調することに
よって、停戦協定体制が変容することになる。朝
鮮停戦協定体制変容の内実とは、朝中協調の消失

と米中協調の登場であったともいえよう。北朝鮮
の側からみれば、朝鮮での停戦協定体制は米中戦
争としての性格が失われ、「朝対韓米」という構
図に変化したことになる。停戦協定体制から中国
が「離脱」し、北朝鮮と韓国・米国が軍事的に対
峙する状況が継続することになるのである。

４．国連軍司令部という有用性

以上でみてきたように、米国は停戦協定の維持
を追求していたのであるが、そのような政策のな
かで、国連軍司令部は軍事的に有用な存在であっ
た。米国の政策検討文書には次のような有用性が
示されている。

①　韓国軍の作戦指揮権を米軍が保持し、韓国
による対北武力行使を抑制することになる。

②　国連軍司令部は、駐韓国連軍防衛の行動を
とる際、事前協議なしで在日米軍基地は使
用されるという日米間の密約への論拠と
なっている。

③　日米地位協定は駐韓国連軍支援のため、在
日米軍基地を使用する権利を第三国に与え
ているが、これも国連軍司令部なしには失
効することになる（13）。

　
このような米国にとっての有用性は、韓日両国

政府によって共有されていたといって良い。韓米
両国は停戦協定を維持することを求めていたた
め、国連軍という名分は便利なものであった。停
戦協定の存続が「韓国の平和と安全維持に絶対不
可欠の要素」であるとみなしていた韓国の金溶植
外務部長官は、在韓国連軍撤退問題において重要
なのは米軍の存続であり、米軍が現在の水準を維
持することも承知しているが、象徴的ではあるが
国連軍という名分が両国ともに便利なことも事実
だと述べた（14）。
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また日本の大平外相は、73年 8 月 1 日、訪米し
た田中首相とニクソンによる日米首脳会談に同席
した際、韓国の安定が日本にとって重要だとした
うえで、「過去に日本は朝鮮に 2 個師団を置いた
が、現在の状況は直接の軍事援助を除外している
ため、日本は韓国での 2 個師団駐留のコストに相
当する経済的援助をしたい」と述べた。また米国
務省の文書によれば、日本にとって、韓国におけ
る国連のプレゼンスは、東北アジア安全保障体制
における不可欠の要素だとされていた。特に、日
本は国連軍司令部の急速な変化の可能性に敏感で
あり、それは、韓国防衛に関して、在日米軍基地
使用と直接関係するからであった。日本は、韓国
での米軍のプレゼンスを朝鮮半島と東北アジアで
の安定的要素と捉えていた（15）。このように韓米
日側は、停戦協定の維持および国連軍司令部の存
続を求めていた。

Ⅲ．その後の「朝鮮問題」と中国

さて、1970年代半ばに停戦協定体制から中国が
離脱し、「朝対韓米」という形に姿を変えてから、
中国は朝鮮半島における安全保障問題には影響力
を発揮することが出来なくなる。70年代初頭の経
験から北朝鮮も中国の関与を望んではいなかった
が、中国も「朝鮮問題」からは距離をとることに
なった。米国との間で「朝鮮問題」をめぐっての
関係悪化を回避し続けたともいえよう。以下では、
中国が朝鮮半島の安全保障問題に関与することが
困難であった事例をいくつかあげてみたい。

79年 7 月 1日に朴正煕大統領とカーター（Jimmy 
Carter）大統領の韓米首脳が「南―米―北」によ
る 3 者会談の開催を呼びかける内容を含む共同声
明を発表してから10日後、北朝鮮は、平和協定お
よび在韓米軍撤収は朝米間の問題であるとの声明
を発表した（16）。北朝鮮は1974年以降、米国との
2 者の対話を求めており、76年11月に米国大統領

選で在韓米軍の撤収を公約で掲げていたカーター
が勝利すると、北朝鮮はパキスタンなどの友好国
を通じて朝米の 2 者会談を呼びかけていたのであ
る。これに対しカーター政権は中国を含めた 4 者
会談を模索しながらも、カーター自身は南北朝鮮
と米国による 3 者会談をも実現可能性のある政策
として検討した。カーター政権は、 4 者会談とと
もに 3 者会談の実現に向けて中国側に協力を求め
たのであるが、中国側の対応は硬直したもので
あった。ブレジンスキー（Zbigniew K. Brzezinski）
国家安全保障担当特別補佐官が韓国の朴東鎮韓国
外務部長官に語ったところによると、中国側は「形
式的」に北朝鮮の主張を繰り返すのみで、朝鮮半
島問題の解決のために積極的な役割を果たそうと
する様子を見せなかった。米中国交正常化直後の
79年 1 月末に鄧小平副総理がワシントンを訪れた
際も状況は同じであった（17）。このように米側で
も中国の北朝鮮に対する影響力は制限されたもの
であると認識されたのであった。中国側が北朝鮮
の立場を繰り返しただけということは、中国にお
いても70年代前半の経験から、朝鮮半島の軍事問
題における中国の関与を望まないという北朝鮮側
の意思が理解されていたとも捉えることができよ
う。

1980年代に入ると、北朝鮮は韓国を当事者とし
て認めるべきであるという米国の意向に応じたの
か、米国および韓国との 3 者会談に参加する意向
を表明した。1983年10月 8 日、中国は、米国、韓
国との 3 者会談に参加の意向を初めて表明した北
朝鮮からのメッセージをワシントンに伝えた。そ
の後84年 1 月には中国の趙紫陽首相を通じて、北
朝鮮の提案文書が、ホワイトハウスでレーガン

（Ronald W. Reagan）大統領とシュルツ（George 
P. Shultz）国務長官に渡された。しかしながら、
北朝鮮が 3 者会談の開催に前向きな姿勢を示す
と、米側ではそれまでの 3 者会談を歓迎するとい
う主張を変えた。レーガン大統領は韓国国会で演
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説した際に「韓国が等しく参加できるのであれば、
どのようなものであれ、われわれは北朝鮮との協
議に喜んで参加したい」と宣言していたのだが、
趙紫陽との協議では、朝鮮半島問題についての和
平会談は南北朝鮮の両当事者間で開かれるべきだ
とし、それで不十分であれば、中国を含めた 4 者
協議を開催すべきだと逆提案したのである。これ
に対して北朝鮮は中国の参加に強く反対したとい
う（18）。つまり北朝鮮は、中国に対しては米国と
の協議の場を設定する役割を期待するものの、朝
鮮での平和協定締結や在韓米軍の撤収などの安全
保障問題に対しての中国の関与を望まなかったの
である。

その後、東欧の社会主義圏が崩壊し、ソ連と中
国が韓国との国交正常化を果たすことになる激動
の1990年代を迎えると、北朝鮮は非常に厳しい局
面におかれることになる。というのも、「朝対韓米」
という形での停戦協定体制が今日まで持続してい
る一つの要因として、90年代初頭の冷戦終結に伴
う地域秩序の再編が、北朝鮮を含む形で進まな
かった点を指摘できるからである。周知のように
韓国はソ連および中国との国交正常化に成功した
が、北朝鮮と米国・日本との間には国交正常化が
成し遂げられず、このことは今日にまで継続して
いる。この時、中国は、米国や日本が北朝鮮との
関係改善に進むよう影響力を発揮することはな
かった。1994年の「第 1 次核危機（19）」においても、
すでに韓国との国交正常化を果たした中国が、大
きな役割を果たすことはなかった（20）。韓米と対
峙している北朝鮮からすると、中国は、90年代初
頭の秩序再編期に北朝鮮がおかれた安全保障環境
に配慮することはなかったのである（21）。

一方、北朝鮮の側でも安全保障問題における中
国排除の姿勢は続くことになる。北朝鮮は94年 4
月28日に外交部声明を通じて「新しい平和保障体
系」の樹立を提案したのだが、これは朝米関係に
よってのみ平和を保障しようとする内容であっ

た。同時に、朝鮮での平和体制樹立問題からの中
国排除が、この「新しい平和保障体系」の不可欠
の構成要素でもあった（22）。また、96年 4 月の韓
米首脳会談で提案された南北朝鮮と中国、米国に
よる 4 者会談にも、北朝鮮は消極姿勢で臨んだ。
4 者会談予備会談は、97年 8 月に開かれたのであ
るが、予備会談開催に至る過程において、北朝鮮
は、南北朝鮮と米国による 3 者間の協議をまず行
い、事後的に中国が加わるという「 3 プラス 1 」
案を示していたのである（23）。

2000年代になっても、朝鮮での平和体制構築に
関して、北朝鮮において持続している中国への不
信感を垣間見ることができる。2007年10月に韓国
の盧武鉉大統領が平壌を訪れ、金正日国防委員長
との間で南北首脳会談が開かれた。その成果とし
て南北関係発展と平和繁栄に向けた宣言（10. 4
宣言）が発表されたのであるが、この宣言におい
て、中国に対する北朝鮮の警戒心を感じとること
ができるのである。すなわち第 4 項において、「南
と北は現在の停戦体制を終息させ、恒久的な平和
体制を構築していくべきとの認識を同じくし、直
接関連した 3 か国または 4 か国の首脳らが朝鮮半
島地域で会い、終戦を宣言する問題を推進するた
めに協力していく」ことに合意したのであるが、
盧武鉉政権期に青瓦台（韓国大統領官邸）統一外
交安保政策室長を務めたペク･ジョンチョンによ
れば、この「 3 か国または 4 か国」という文言は
北朝鮮側が強く主張したものであった（24）。1970
年代半ば以降、北朝鮮が中国の関与を忌避してき
たという経緯、さらに南北首脳会談における合意
という点から考えると、北朝鮮側は「 3 か国また
は 4 か国」とすることで、韓国ではなく、中国を
排除した形での終戦宣言を想定していたともいえ
るだろう。

このように1974年以降の歴史を概観すると、朝
鮮半島の安全保障問題における中国の関与に北朝
鮮は否定的な反応を示し続けてきたのである。朝
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鮮での軍事的対峙状況の解消への道、つまり平和
体制構築への道において、北朝鮮においては中国
に対する信頼感が欠如していたともいえよう。

Ⅳ．課題と展望

ここまで1970年代における国連軍司令部解体を
めぐる国際政治について論じ、その後の朝鮮半島
の安全保障環境をめぐる北朝鮮と中国の対応につ
いて概観してきた。これらのことからわかるよう
に、今日の朝鮮における停戦協定体制とは、1970
年代に当初の米中戦争の側面が消え、「北朝鮮対
韓国・米国」という構図に変容した軍事的対峙が
持続している状況を意味する。では今後、東北ア
ジア地域に平和体制を創出しなければならないの
だとしたら、1970年代以降の歴史から得られる知
見はどのような方向に活かされるべきだろうか。
70年代当時にすでに示されたアイデアをも参考に
して、いくつかのことを以下に示してみたい。

１．多様な対話の枠組み
すでに1970年代半ばには、国連軍司令部解体を

めぐる交渉にともない、 2 者、 4 者、 6 者という
様々な枠組みでの対話の形式がキッシンジャーに
よって提案されていた。1975年 9 月22日、キッシ
ンジャーは国連総会の一般討論演説において、南
北朝鮮と米国、中国による 4 者会談を提案してお
り、翌76年 9 月30日に国連総会で行われた演説で
は、 4 者会談にとどまらずその他の国も含めた拡
大会議を開くことも提案していた（25）。しかし当
時のキッシンジャーの提案は停戦協定存続を前提
とし、将来的な平和体制構築の構想を含むもので
はなかった。

したがって、今日においても停戦協定体制とい
う軍事的対峙がこの地域に危機を招いているので
あれば、現在必要とされていることは、朝鮮にお
ける平和体制構築と東北アジア地域での平和を永

続させようとする精神であるといえよう。幸いに
も、東北アジアの安全と平和および朝鮮半島での
平和体制構築のための努力の必要性は2000年代に
確認されている。南北朝鮮と中国、米国、日本、
ロシアを構成国とする 6 者会談の場においては、
2005年 9 月に共同声明が発表され、東北アジア地
域の「永続的な平和と安定のための共同の努力」
が約束され、朝鮮半島での恒久的な平和体制につ
いて協議することが明示された。

また、2007年10月には南北朝鮮首脳の間で、朝
鮮での平和体制構築のために多者間の協議によっ
て朝鮮戦争を終わらせる意思が確認されている。
前述のように10. 4 宣言の第4項では、「南と北は
現在の停戦体制を終息させ、恒久的な平和体制を
構築していくべきとの認識を同じくし、直接関連
した 3 か国または 4 か国の首脳らが朝鮮半島地域
で会い、終戦を宣言する問題を推進するために協
力していく」ことが宣言されている。

東北アジアでの平和を永続させようとする精神
に基づくのであれば、危機が語られる今日にこそ、
次に挙げるような多様な枠組みでの対話の場が機
能しなければならないだろう。

１）朝米、南北、朝中関係の2者関係の改善
まずは、次に示す 2 者による関係改善が課題と

なろう。
第一に、対決姿勢を強めている朝米の関係改善

こそがより喫緊の課題として浮かび上がる。双方
の指導者から軍事力行使が語られる危機的な対立
状況にある今日、朝米における対話こそが最重要
かつ優先的課題であるだろう。1994年10月のジュ
ネーブでの朝米枠組み合意も「第 1 次核危機」と
いう「戦争の瀬戸際」の産物であったように、危
機は好機でもある。まずは、米韓合同軍事演習の
中止と北朝鮮の核・ミサイル実験の凍結という

「取引」が可能かもしれない。いわゆる「双中断」
である。この件については、1991年に韓国政府は



― 32―

朝鮮停戦協定体制の変容と東北アジア

韓米合同軍事演習であるチームスピリットを中断
した事例もあるので、米韓側にとっても受入れ不
可能な「取引」ではないだろう。

1994年の「第 1 次核危機」で「戦争の瀬戸際」
に立った朝米の両者は、 6 年後に共同コミュニケ
を発表するまでに関係が改善した。2000年の南北
首脳会談後、金正日国防委員長の特使である趙明
禄朝鮮人民軍総政治局長が訪米し、10月12日に米
国との間で朝米共同コミュニケを発表した。共同
コミュニケでは、双方は朝鮮半島の緊張状態を緩
和させ、1953年の停戦協定を強固な平和保障体系
に替え、朝鮮戦争を公式に終息させるために4者
会談など様々な方法があるということで、見解を
ともにした。共同コミュニケにはオルブライト

（Madeleine Albright）国務長官の訪朝予定も明
示され、実際に10月23日にオルブライトは訪朝し、
金正日と会談した。このように朝米間においても
遠くない過去に、「戦争の瀬戸際」から関係改善
が図られた事例がある。今後の朝米間においても
関係改善が起りえないとはいえないだろう。

第二に、南北対話の再開である。朝鮮戦争とい
う内戦の当事者であり、平和の問題の当事者であ
る韓国と北朝鮮 2 者の関係改善が必要なのであ
る。南北双方はこれまでも朝鮮の統一と平和につ
いての当事者であることを当局者の会談を通じて
確認し、1972年、1991年、2000年、2007年に歴史
的な声明・宣言として発表してきている。このよ
うに対話が進み、関係が改善している時にこそ、
平和と統一への期待が高まるのである（26）。した
がって、今日のような敵対的な南北関係から脱し、
双方が2007年の合意に立ち返ることが重要であ
る。朝鮮に平和体制を構築するための多国間協議
開催も、南北がこの宣言に戻ることができるほど
に関係改善してこそ道が開かれよう。停戦協定体
制が継続するのであれば、朝鮮での内戦も終結し
ないのであり、銃を向け合う体制が継続すること
になる。

また、南北の関係改善は、中国の対朝鮮半島政
策における行動の幅を拡大する可能性をも有して
いる。「第 1 次核危機」で中国が役割を果たせな
かったのは、中韓国交正常化によって北朝鮮によ
る対中不信が強まったことに加え、中国が南北い
ずれか一方を選択することができず、核問題のみ
ならずあらゆる問題で南北の板挟み状態に陥って
いたためである。しかし、2000年 6 月に金大中韓
国大統領が北朝鮮を訪問し、南北共同宣言が採択
されると、中国の朝鮮半島に対する影響力は拡大
することになった（27）。

第三に、朝中関係の回復である。2017年 9 月の
段階での北朝鮮と中国の関係は非常に難しい関係
にあると指摘せざるを得ない。双方の公式メディ
アによる批判は日常茶飯事となっており、政府閣
僚による批判も見受けられる（28）。例えば、北朝
鮮の李容浩外相は2017年10月 9 日から北朝鮮を訪
れているロシア･タス通信代表団とのインタ
ビューで、「朝鮮半島の周辺国は前世紀において
米国の脅威と圧迫に対抗するために、様々な犠牲
と代価のうえに核兵器を確保した。万一、彼らが
今日、我々に対する制裁と圧迫策動の突撃隊にな
ろうと試みるのであれば、自らを破滅させ、災い
をもたらすであろう」と述べた。北朝鮮同様、か
つて安全保障上の必要性から核・ミサイル開発に
まい進した中国が、国連安全保障理事会の対北朝
鮮制裁に同調していることに対する批判であると
捉えられよう。

しかしながら、朝中関係がこのような状態にあ
るままでは多者による対話の枠組みは始動しない
だろう。かつて、1990年代に韓中国交正常化によっ
て悪化していた朝中関係は、2000年 5 月に金正日
が中国を訪れたことによって関係が回復しつつあ
ることを世界に印象付けた。その後2001年 1 月に
金正日は再訪中し、 9 月には江沢民主席が訪朝し
ている。2003年から開始される 6 者会談の枠組み
は、このような北朝鮮と中国の関係が回復するこ
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となしには実現および維持が難しかったであろ
う。朝中間の協議が密になり、さらに韓中の間の
協議も活発になることで、中国は「第 2 次核危機

（29）」に際して議長国となるなど大きな役割を果
たしたのである（30）。現在は国連安全保障理事会
決議に基づく中国の対朝制裁が実施されている局
面であるが、何らかの形での関係改善が求められ
る。

２）多者間対話
このように、まずは朝米が軍事的対立を沈静化

させることに合意し、南北関係と朝中関係が改善
することで、以下で指摘するような 3 者会談や 4
者会談、さらには 6 者会談開催の可能性も視野に
入ってこよう。

第一に、北―南―米という 3 者による枠組みで
ある。これは、韓国が朝米の間を仲介する形が想
定される。カーター政権期の 3 者会談は米国が南
北を仲裁するという構想であったが、韓国が朝米
間を仲介するという形式もありえるだろう。2000
年の朝米関係の進展には南北首脳会談を経た韓国
の金大中政権の仲介努力がその根底にはあった（31）。

第二に、中国を含めた 4 者会談という協議の枠
組みも必要である。中国は朝鮮停戦協定の署名者
であるため、今後、戦争を終結し平和協定が締結
される場合には、その過程への中国の関与は必須
であろう。中国が関与しないことには停戦協定と
いう「紙切れ」は存在し続けるのである。また、
歴史的に米国が朝鮮問題への中国の関与を求めて
きたことから考えても、中国が朝鮮問題の対話の
枠組みからまったく排除されることは現実的でも
ないだろう。

第三に、南北朝鮮と中国、米国、日本、ロシア
の間での 6 者会談という枠組みを活性化させる必
要がある。現在 6 者会談は休眠中であるが、今後、
東北アジア地域の安全保障フォーラムの役割を担
う可能性があることからも、早期の再開が望まれ

る。
このように朝鮮での平和体制構築、すなわち停

戦協定体制からの脱却には、南北対話をはじめと
して多様な形式での対話の場が必要となるのであ
る。このような多者による協議のプロセスにおい
て国連軍司令部の解体の議論も進められるべきだ
ろう。また、北朝鮮による核開発の問題も、「朝
対韓米」という厳しい軍事的対峙をともなう停戦
協定体制の下での国家の生き残りをかけた道であ
るとするならば、停戦協定体制から平和体制へと
移行する対話の道程において軍事的対峙が緩む
時、その解決の芽が生じるのであろう。

２．中国の役割
以上のような様々な対話の枠組みが機能するた

めには、今後中国の役割が重要になるであろう。
中国による朝鮮半島非核化と平和体制構築問題を
仲裁することへの一層の努力が求められるが、中
国政府の発言からは、そのような努力をうかがう
ことができる。米国は、北朝鮮の核・ミサイル開
発問題に関して、中国が北朝鮮に影響力を行使す
べきだとしている。オバマ政権からトランプ政権
へと移行しても、その路線に変化はみられない（32）。
一方で中国政府は、朝鮮での軍事的対立は朝米間、
南北朝鮮間の「矛盾」であると応じている（33）。
米中で互いに責任のなすりつけをしているようで
もあるが、中国は、かつて米国が停戦協定の維持
に中国の関与を求めたように、米国に朝鮮半島平
和体制構築への関与、さらには朝米対話の開始を
求めることもできるだろう。実際に中国外交部代
弁人が、「中国は半島核問題の悪循環を打破する
ため各国の憂慮と半島の現実的状況を総合的に考
慮した基礎のうえにおいて、半島非核化と停戦体
制の平和体制への転換『 2 トラック並行』解決方
案を提出し、これに基づき 6 者会談への復帰を推
進している」と述べているように、朝鮮での平和
体制構築のための具体的なアイデア、さらに 6 者
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会談という枠組みを機能させることも提案してい
る（34）。

Ⅴ．おわりに

本稿は、今後の東北アジアにおける平和を永続
化させるための方向性を検討するために、1970年
代に顕著になった北朝鮮外交による国連軍司令部
解体を求める動きと、その後の東北アジア国際政
治の展開について、主に米中の関与という視点か
ら論じてきた。1970年代においては米中接近とい
う国際政治の構造変動とともに停戦協定体制が変
容し、中国は停戦協定体制から「離脱」してしまっ
た。しかしながら、米国による対中封じ込めが喧
伝されている2010年代のいまこそ、中国が朝鮮半
島非核化と平和体制構築という難問に積極的に関
与することが望まれる。今日の「核危機」の根本
矛盾が「朝対韓米」にあるとするならばその矛盾
の土台となっている停戦協定体制終結に向けて尽
力することが求められる。そのことによって、中
国も停戦協定体制の当事者であることがあらため
て確認されるとともに、今後の東北アジア地域で
の安全保障協議におけるイニシアティブを発揮す
ることも可能になるからである。中国がどのよう
な役割を果たすのか注目したい（35）。
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